
千

葉

県

環

境

保

全

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。 
平

成

十

四

年

三

月

二

十

六

日 

千

葉

県

知

事 
 

堂 

本 
 

暁 

子 
 

千

葉

県

条

例

第

十

七

号 

千

葉

県

環

境
保

全
条

例
の

一
部

を

改

正
す

る

条

例 

千

葉

県

環

境

保

全

条

例

（

平

成

七

年

千

葉

県

条

例

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

目

次

中

「

自

動

車

交

通

公

害

に

関

す

る

措

置

（

第

五

十

五

条

・

第

五

十

六

条

）
」

を

「

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

を

図

る

た

め

の

措

置
（

第

五

十

五

条

―
第

五

十

六

条

の

九

）
」
に

改

め

る

。 

第

五

条

の

見

出

し

を
「
（

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

を

図

る

た

め

の

施

策

）
」
に

改

め

、
同

条

中
「

環

境

へ

の

負

荷

」
を
「

自

動

車
（

原

動

機

を

搭

載

す

る

自

転

車

を

含

む

。
以

下

こ

の

条

及

び

第

三

章

第

四

節

に

お

い

て

同

じ

。
）

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

（

排

出

ガ

ス

に

含

ま

れ

る

窒

素

酸

化

物

、
粒

子

状

物

質

等

に

よ

る

大

気

の

汚

染

、
騒

音

及

び

振

動

の

発

生

並

び

に

地

球

温

暖

化

の

要

因

と

な

る

温

室

効

果

ガ

ス

の

発

生

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

及

び

第

三

章

第

四

節

に

お

い

て

同

じ

。
）
」

に

、
「

公

害

を

防

止

す

る

」

を

「

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

を

図

る

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

２ 

知

事

は

、
自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

を

低

減

す

る

た

め

の

施

策

を

総

合

的

か

つ

体

系

的

に

推

進

す

る

た

め

の

長

期

的

な

計

画

を

策

定

す

る

も

の

と

す

る

。 

３ 

知

事

は

、
自

動

車

の

運

行

に

伴

っ

て

発

生

し

、
大

気

中

に

排

出

さ

れ

る

窒

素

酸

化

物

及

び

粒

子

状

物

質

に

よ

り

常

に

著

し

い

大

気

の

汚

染

が

発

生

し

て

い

る

地

域

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

地

域

を

指

定

し

、

道

路

の

管

理

者

等

と

連

携

し

て

当

該

地

域

の

大

気

の

汚

染

を

解

消

す

る

た

め

の

措

置

に

関

す

る

計

画

を

策

定

し

、

及

び

必

要

な

対

策

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。 

第

十

九

条

第

二

項

中
「

千

葉

県

環

境

審

議

会

」
の

下

に
「
（

以

下
「

審

議

会

」
と

い

う

。
）
」
を

加

え

る

。 

第

二

十

条

第

三

項

、
第

三

十

八

条

第

二

項

及

び

第

四

十

一

条

第

四

項

中
「

千

葉

県

環

境

審

議

会

」
を
「

審

議

会

」

に

改

め

る

。 

第

三

章

第

四

節

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

第

四

節 

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

を

図

る

た

め

の

措

置 

（

指

針

の

制

定

） 

第

五

十

五

条 

知

事

は

、

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

を

図

る

た

め

の

指

針

を

定

め

、

こ

れ

を

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。 

２ 

知

事

は

、
前

項

の

指

針

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、
審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

を

変

更

し

、

又

は

廃

止

し

よ

う

と

す

る

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。 

（

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

の

作

成

及

び

提

出

等

） 

第

五

十

五

条

の

二 

県

内

の

事

業

所

に

お

け

る

自

動

車

の

使

用

台

数

が

規

則

で

定

め

る

規

模

以

上

の

事

業

者

（

以

下

こ

の

節

に

お

い

て

「

特

定

事

業

者

」

と

い

う

。
）

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

特

定

事

業

者

が

行

う

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

を

低

減

す

る

た

め

の

事

項

を

記

載

し

た

計

画

書

（

以

下

こ

の

節

に

お

い

て｢

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書｣

と

い

う

。
）

を

作

成

し

、

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

に

記

載

す

る

事

項

は

、
前

条

第

一

項

の

指

針

に

基

づ

く

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

特

定

事

業

者

は

、
自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

の

内

容

を

変

更

し

た

と

き

は

、
規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

そ

の

旨

を

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

知

事

は

、
特

定

事

業

者

の

規

模

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、
審

議

会

の

意

見

を

聴

か

な

け

れ

ば

な



ら

な

い

。

こ

れ

を

変

更

し

、

又

は

廃

止

し

よ

う

と

す

る

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。 

（

実

績

報

告

書

の

作

成

及

び

提

出

） 

第

五

十

五

条

の

三 

特

定

事

業

者

は

、
毎

事

業

年

度

、
規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、
自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

に

記

載

さ

れ

た

事

項

に

係

る

当

該

事

業

年

度

の

前

事

業

年

度

の

実

績

を

記

載

し

た

報

告

書

（

次

条

に

お

い

て

「

実

績

報

告

書

」

と

い

う

。
）

を

作

成

し

、

知

事

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

勧

告

及

び

命

令

） 

第

五

十

五

条

の

四 

知

事

は

、
正

当

な

理

由

が

な

く

て

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

若

し

く

は

実

績

報

告

書

を

提

出

し

な

い

特

定

事

業

者

又

は

そ

の

内

容(

第

五

十

五

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

に

係

る

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

の

変

更

の

内

容

を

含

む

。
）

が

第

五

十

五

条

第

一

項

の

指

針

に

照

ら

し

て

不

十

分

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

特

定

事

業

者

が

あ

る

と

き

は

、
当

該

特

定

事

業

者

に

対

し

、
期

限

を

定

め

て

、
自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

若

し

く

は

実

績

報

告

書

を

提

出

す

べ

き

旨

又

は

そ

の

内

容

を

改

善

す

べ

き

旨

の

勧

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

知

事

は

、
前

項

に

規

定

す

る

勧

告

を

受

け

た

特

定

事

業

者

が

、
そ

の

勧

告

に

従

わ

な

か

っ

た

と

き

は

、

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

知

事

は

、
第

一

項

に

規

定

す

る

勧

告

を

受

け

た

特

定

事

業

者

が

、
前

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

勧

告

に

従

わ

な

か

っ

た

旨

を

公

表

さ

れ

た

後

に

お

い

て

、
な

お

、
正

当

な

理

由

が

な

く

て

そ

の

勧

告

に

係

る

措

置

を

講

じ

な

か

っ

た

と

き

は

、
当

該

特

定

事

業

者

に

対

し

、
期

限

を

定

め

て

、
そ

の

勧

告

に

係

る

措

置

を

講

ず

べ

き

こ

と

を

命

ず

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

自

動

車

環

境

管

理

者

の

選

任

） 

第

五

十

五

条

の

五 

特

定

事

業

者

は

、
次

の

各

号

に

掲

げ

る

職

務

を

行

わ

せ

る

た

め

、
自

動

車

環

境

管

理

者

を

選

任

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

一 

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

に

記

載

さ

れ

た

事

項

の

実

施

状

況

の

把

握 

二 

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

に

記

載

さ

れ

た

事

項

に

つ

い

て

、
自

動

車

の

運

行

等

に

従

事

す

る

者

へ

の

指

導

及

び

助

言 

三 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、
自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

を

低

減

す

る

た

め

に

必

要

な

業

務 

２ 

特

定

事

業

者

は

、
前

項

の

規

定

に

よ

り

自

動

車

環

境

管

理

者

を

選

任

し

た

と

き

は

、
規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、
そ

の

旨

を

知

事

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
こ

れ

を

解

任

し

た

と

き

も

、
同

様

と

す

る

。 

（

特

定

事

業

者

以

外

の

自

動

車

の

使

用

者

等

が

執

る

べ

き

措

置

） 

第

五

十

五

条

の

六 

特

定

事

業

者

以

外

の

自

動

車
（

ブ

ル

ド

ー

ザ

ー

等

の

建

設

機

械

、
フ

ォ

ー

ク

リ

フ

ト

等

の

産

業

機

械

及

び

農

耕

用

ト

ラ

ク

タ

ー

等

の

農

業

機

械

で

あ

る

も

の

を

含

む

。
）

の

使

用

者

又

は

運

転

者

は

、
第

五

十

五

条

第

一

項

の

指

針

に

基

づ

き

当

該

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

自

動

車

の

使

用

抑

制

及

び

低

公

害

車

の

利

用

） 

第

五

十

六

条 

何

人

も

、

事

業

、

日

常

生

活

そ

の

他

の

活

動

に

お

い

て

、

自

動

車

を

効

率

的

に

使

用

し

、

又

は

公

共

交

通

機

関

を

利

用

す

る

等

に

よ

り

自

動

車

の

使

用

を

抑

制

す

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、
自

動

車

を

購

入

し

、
又

は

使

用

す

る

場

合

は

、
低

公

害

車
（

窒

素

酸

化

物

、
粒

子

状

物

質

等

の

排

出

が

な

い

か

又

は

そ

の

量

が

相

当

程

度

少

な

い

自

動

車

で

規

則

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。
以

下

こ

の

節

に

お

い

て

同

じ

。
）

を

購

入

し

、

又

は

使

用

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

低

公

害

車

の

導

入

義

務

） 

第

五

十

六

条

の

二 

規

則

で

定

め

る

規

模

以

上

の

特

定

事

業

者

は

、
当

該

特

定

事

業

者

が

使

用

す

る

自

動

車

の

台

数

に

対

す

る

低

公

害

車

の

台

数

の

割

合

を

規

則

で

定

め

る

割

合

以

上

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な



い

。 

２ 

知

事

は

、
正

当

な

理

由

が

な

く

て

前

項

の

規

定

に

違

反

し

て

低

公

害

車

の

導

入

を

怠

っ

た

特

定

事

業

者

に

対

し

て

、

必

要

な

措

置

を

講

ず

べ

き

こ

と

を

勧

告

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

知

事

は

、
前

項

に

規

定

す

る

勧

告

を

受

け

た

特

定

事

業

者

が

、
そ

の

勧

告

に

従

わ

な

か

っ

た

と

き

は

、

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

低

燃

費

車

の

導

入) 

第

五

十

六

条

の

三 

自

動

車

を

購

入

し

、
又

は

使

用

す

る

者

は

、
前

二

条

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、
低

燃

費

車
（

燃

料

の

消

費

量

が

相

当

程

度

少

な

い

自

動

車

で

規

則

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。
以

下

こ

の

節

に

お

い

て

同

じ

。
）

を

購

入

し

、

又

は

使

用

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

低

公

害

車

を

購

入

し

、
又

は

使

用

す

る

場

合

に

お

い

て

、
や

む

を

得

な

い

理

由

に

よ

り

低

燃

費

車

を

購

入

す

る

こ

と

が

困

難

な

と

き

そ

の

他

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

を

図

る

た

め

に

支

障

が

な

い

と

知

事

が

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

（

自

動

車

販

売

業

者

の

義

務

等

） 

第

五

十

六

条

の

四 

過

去

に

道

路

運

送

車

両

法
（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

八

十

五

号

）
第

四

条

の

規

定

に

よ

る

登

録

を

受

け

て

い

な

い

自

動

車

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

新

車

」

と

い

う

。
）

を

販

売

す

る

こ

と

を

業

と

し

て

い

る

者

（

次

項

に

お

い

て

「

自

動

車

販

売

業

者

」

と

い

う

。
）

は

、

前

三

条

の

規

定

に

よ

る

低

公

害

車

又

は

低

燃

費

車

の

導

入

そ

の

他

こ

の

節

に

規

定

す

る

義

務

に

対

し

て

協

力

す

る

と

と

も

に

、
そ

の

販

売

す

る

新

車

の

排

出

ガ

ス

の

量

、
騒

音

の

大

き

さ

そ

の

他

規

則

で

定

め

る

事

項

を

記

載

し

た

書

面

等

を

当

該

事

業

所

に

備

え

置

く

と

と

も

に

、
当

該

新

車

を

購

入

し

よ

う

と

す

る

者

に

対

し

、

当

該

書

面

等

を

交

付

し

、

当

該

事

項

に

つ

い

て

説

明

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

知

事

は

、
自

動

車

販

売

業

者

に

対

し

、
低

公

害

車

及

び

低

燃

費

車

の

販

売

実

績

に

つ

い

て

報

告

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

知

事

は

、
第

一

項

に

規

定

す

る

者

に

対

し

、
同

項

の

規

定

を

遵

守

し

て

同

項

に

規

定

す

る

業

務

を

実

施

す

る

た

め

に

必

要

な

助

言

、

指

導

又

は

勧

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

自

動

車

製

造

業

者

の

義

務

） 

第

五

十

六

条

の

五 

自

動

車

を

製

造

す

る

者

は

、
低

公

害

車

及

び

低

燃

費

車

の

開

発

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

自

動

車

の

駐

停

車

時

の

義

務

） 

第

五

十

六

条

の

六 

自

動

車

を

運

転

す

る

者

は

、
自

動

車

を

駐

車

し

、
又

は

停

車

す

る

と

き

は

、
当

該

自

動

車

の

原

動

機

を

速

や

か

に

停

止

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
た

だ

し

、
次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

一 

道

路

交

通

法
（

昭

和

三

十

五

年

法

律

第

百

五

号

）
第

七

条

の

規

定

に

よ

り

信

号

機

の

表

示

す

る

信

号

等

に

従

っ

て

自

動

車

を

停

車

す

る

場

合

そ

の

他

同

法

の

規

定

に

よ

り

自

動

車

を

停

車

す

る

場

合 

二 

交

通

の

混

雑

そ

の

他

の

交

通

の

状

況

に

よ

り

自

動

車

を

停

車

す

る

場

合 

三 

人

を

乗

せ

、

又

は

降

ろ

す

た

め

に

自

動

車

を

停

車

す

る

場

合 

四 

自

動

車

の

原

動

機

を

貨

物

の

冷

蔵

等

に

用

い

る

装

置

そ

の

他

の

当

該

自

動

車

に

搭

載

さ

れ

た

附

属

装

置

（

自

動

車

の

運

転

者

室

又

は

客

室

の

冷

房

又

は

暖

房

を

行

う

た

め

の

装

置

を

除

く

。
）

の

動

力

と

し

て

使

用

す

る

場

合 

五 

道

路

交

通

法

施

行

令
（

昭

和

三

十

五

年

政

令

第

二

百

七

十

号

）
第

十

三

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

自

動

車

が

当

該

緊

急

用

務

に

使

用

さ

れ

て

い

る

場

合 

六 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

や

む

を

得

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合 

２ 

自

動

車

を

使

用

す

る

事

業

者

は

、
そ

の

管

理

す

る

自

動

車

の

運

転

者

が

前

項

の

規

定

を

遵

守

す

る

よ

う

適

切

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 



３ 
規

則

で

定

め

る

規

模

以

上

の

駐

車

場

の

設

置

者

及

び

管

理

者

は

、
当

該

駐

車

場

を

利

用

す

る

者

が

駐

車

時

に

自

動

車

の

原

動

機

を

停

止

す

る

よ

う

周

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

冷

蔵

等

の

た

め

の

装

置

を

有

す

る

貨

物

自

動

車

の

貨

物

の

積

卸

し

を

す

る

施

設

の

設

置

者

は

、
当

該

貨

物

自

動

車

が

貨

物

の

積

卸

し

の

た

め

に

停

車

し

た

場

合

に

お

い

て

、
当

該

貨

物

自

動

車

の

原

動

機

を

稼

動

さ

せ

な

い

状

態

で

当

該

貨

物

自

動

車

の

冷

蔵

等

の

た

め

の

装

置

を

稼

働

さ

せ

る

た

め

の

外

部

電

源

設

備

を

設

置

す

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

５ 

知

事

は

、
前

各

項

に

規

定

す

る

者

に

対

し

、
そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

項

の

規

定

を

遵

守

し

て

当

該

各

項

に

規

定

す

る

行

為

又

は

業

務

を

実

施

す

る

た

め

に

必

要

な

助

言

、
指

導

又

は

勧

告

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

自

動

車

の

整

備

） 

第

五

十

六

条

の

七 

自

動

車

を

使

用

す

る

者

は

、
当

該

自

動

車

を

適

正

に

整

備

し

、
及

び

適

切

な

運

転

を

す

る

こ

と

に

よ

り

、

自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

の

低

減

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

自

動

車

の

整

備

を

業

と

す

る

者

は

、
自

動

車

の

整

備

を

行

う

と

き

は

、
自

動

車

の

使

用

に

伴

う

環

境

へ

の

負

荷

を

低

減

さ

せ

る

た

め

に

当

該

自

動

車

に

備

え

付

け

ら

れ

た

装

置

を

点

検

し

、
そ

の

結

果

を

当

該

自

動

車

の

整

備

を

依

頼

し

た

者

に

対

し

て

説

明

す

る

と

と

も

に

、
当

該

自

動

車

の

適

正

な

管

理

に

つ

い

て

助

言

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

報

告

の

徴

収

） 

第

五

十

六

条

の

八 

知

事

は

、
こ

の

条

例

の

施

行

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、
特

定

事

業

者

に

対

し

、
自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

に

記

載

さ

れ

た

内

容

の

状

況

又

は

低

公

害

車

の

導

入

の

方

法

そ

の

他

必

要

な

事

項

に

関

し

報

告

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。 

（

立

入

検

査

） 

第

五

十

六

条

の

九 

知

事

は

、
こ

の

条

例

の

施

行

に

必

要

な

限

度

に

お

い

て

、
当

該

職

員

に

、
特

定

事

業

者

の

事

業

所

又

は

自

動

車

の

所

在

す

る

場

所

に

立

ち

入

り

、
自

動

車

、
自

動

車

検

査

証

、
帳

簿

書

類

そ

の

他

の

物

件

を

検

査

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。 

２ 

前

項

の

規

定

に

よ

り

立

入

検

査

を

す

る

当

該

職

員

は

、
そ

の

身

分

を

示

す

証

明

書

を

携

帯

し

、
関

係

人

の

請

求

が

あ

っ

た

と

き

は

、

こ

れ

を

提

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

３ 

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

立

入

検

査

の

権

限

は

、
犯

罪

捜

査

の

た

め

に

認

め

ら

れ

た

も

の

と

解

釈

し

て

は

な

ら

な

い

。 

第

六

十

七

条

中

「

第

三

章

」

の

下

に

「
（

第

四

節

を

除

く

。
）
」

を

加

え

る

。 

第

六

十

九

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

第

六

十

九

条

の

二 

第

五

十

五

条

の

四

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

命

令

に

違

反

し

た

者

は

、
三

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。 

第

七

十

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 

第

七

十

条 

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

は

、

二

十

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

。 

一 

第

二

十

一

条

第

一

項

又

は

第

五

十

五

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

を

せ

ず

、
又

は

虚

偽

の

届

出

を

し

た

者 

二 

第

五

十

五

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

の

提

出

を

せ

ず

、
又

は

虚

偽

の

記

載

を

し

た

自

動

車

環

境

管

理

計

画

書

を

提

出

を

し

た

者 

三 

第

五

十

五

条

の

三

の

規

定

に

よ

る

実

績

報

告

書

の

提

出

を

せ

ず

、
又

は

虚

偽

の

記

載

を

し

た

実

績

報

告

書

を

提

出

し

た

者 

第

七

十

一

条

第

四

号

中

「

又

は

第

五

十

三

条｣

を｢

、

第

五

十

三

条

又

は

第

五

十

六

条

の

八｣

に

改

め

、

同 

条

第

五

号

中｢

又

は

第

五

十

四

条

第

一

項｣

を｢

、

第

五

十

四

条

第

一

項

又

は

第

五

十

六

条

の

九

第

一

項｣

に

改

め

る

。 



附 

則 

こ

の

条

例

は

、
公

布

の

日

か

ら

一

年

三

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 
 


